
 

 

東京都養育家庭等自立援助事業補助要綱 

 

平成２５年 １月２４日２４福保子育第１７６２号 

一部改正 平成２５年１２月２７日２５福保子育第１４８８号 

 

（目的） 

第１ この補助金は、東京都養育家庭自立援助事業実施要綱（平成２５年１２月１９日付２

５福保子育第１４８７号。以下「実施要綱」という。）に基づき、養育家庭、ファミリーホ

ーム、既に認定を取消された養育家庭及び、既に廃止したファミリーホーム（以下「養育

家庭等」という。）による措置解除後の児童に対する継続的な相談援助などに係る経費の一

部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第２ この補助金は、実施要綱に基づく東京都養育家庭等自立援助事業を実施する養育家庭

等を交付の対象とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第３ 東京都は養育家庭等に対し、この事業の実施に係る経費について、次に定めるところ

により補助する。 

（１）実施要綱第４に定める援助内容を、対象児童に対し月２回以上行った場合に、当該月

分の経費を補助対象とする。 

（２）東京都知事は、報告書等の内容を審査し、適当と認めるときは、一月当たり一児童に

つき６，０００円を交付する。 

 

（補助金の交付申請） 

第４ この補助金の交付を受けようとする養育家庭等は、交付申請書（第１号様式）その他

必要とする書類を、別に定める期日までに知事に対し提出するものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第５ 知事は、第４による交付申請があった事業について適当と認める場合は、第６の条件

を付して補助金の交付を決定し、通知するものとする。 

 

（補助金の補助条件） 

第６ 東京都は、報告書の内容に疑義がある場合は、必要に応じて交付対象の養育家庭等及

び対象児童に事実確認する。また、交付後に、当該養育家庭等が提出した報告書に偽りの

内容が含まれ、交付対象に該当しないことが判明した場合、交付した補助金の返還を求め

ることとする。 

 

（実績報告） 

第７ この補助金の交付を受けた養育家庭等は、毎年度末の状況について、事業実績報告書

（第２号様式）及び養育家庭等自立援助事業実施報告書（第３号様式）その他必要とする

書類を、別に定める期日までに知事に対し提出するものとする。 

 



 

 

（補助金の額の確定） 

第８ 知事は、第７の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の

成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調

査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

（補助金の請求） 

第９ 第８に定める補助金の額の確定があったときは、補助事業者は請求書（第４号様式）

に必要とする書類を添付し、知事に請求するものとする。 

 

（補助金の交付時期） 

第１０ 知事は、第９による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交

付するものとする。 

 

附 則  

この要綱は、平成２５年１月２４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１月１６日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 


